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差止請求書 

２０１３年１０月１１日 

京都市下京区烏丸通五条下る大坂町３６９番地 

サン・クロレラ販売株式会社 御中 

内閣総理大臣認定適格消費者団体 

特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク 

理事長 髙 嶌 英 弘（京都産業大学法務研究科教授） 

〒６０４－０８４７京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町５２

９番地ヒロセビル４階 

電 話 ０７５－２１１－５９２０ 

ＦＡＸ ０７５－２５１－１００３ 

（担当）理事・事務局長 長野浩三（弁護士） 

 

 当ＮＰＯ法人は，消費者の権利擁護を目的として，消費者，消費者団体，消費生活相

談員，学者，司法書士及び弁護士らで構成し，２００７年１２月２５日に消費者契約法

１３条の内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体です。 

 当ＮＰＯ法人は，貴社に対し，消費者契約法４１条１項の請求として本差止請求書を

差し出します（従って，本書が貴社に到達すべき時期から１週間を経過した後には，景

品表示法１０条及び消費者契約法１２条の定める差止請求に係る訴えを提起すること

ができます。）。 

 本差止請求に対する貴社の対応を本書到達後１週間以内に書面をもって当ＮＰＯ法

人宛連絡下さい。回答の有無及び内容は公表することがあります。 

  

（請求の要旨） 

当ＮＰＯ法人は，貴社に対し，下記対象となる表示記載の表示を行い，または，第三

者をして行わせることの停止を請求する。 

（対象となる表示）   

表示媒体：日刊新聞紙に折り込んだチラシ 

表示内容：別添のチラシなど，下記の表示 
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（１）体の健康クロレラ（Ｃ．Ｇ．Ｆ．）（おもな効用） 

   ・病気と闘う免疫力を整える 

   ・細胞の働きを活発にする 

   ・排毒・解毒作用 

   ・高血圧・動脈硬化の予防 

   ・肝臓・腎臓の働きを活発にする 

（２）心の健康ウコギ（イソフラキシジン）（おもな効用） 

   ・神経衰弱，自律神経失調症改善作用 

   ・ホルモンバランスを調整 

   ・抗ストレス作用・疲労回復作用 

   ・鎮静作用による緊張の緩和・睡眠安定 

   ・抗アレルギー作用 

（３）「クロレラは薬効のある食品であり」 

（４）体験談の形式を用いた「腰部脊柱管狭窄症（お尻からつま先までの痛み，シ

ビレ）」「肺気腫」「自律神経失調症・高血圧」「腰痛・坐骨神経痛」「糖尿病」「パ

ーキンソン病・便秘」「間質性肺炎」「関節リウマチ・貧血」「前立腺ガン」が

改善される旨 

（紛争の要点） 

第１ 景品表示法１０条による差止請求 

１．「クロレラ（Ｃ．Ｇ．Ｆ．）」「ウコギ（イソフラキシジン）」は，いずれも医薬品で

なく食品であるにもかかわらず，上記のように薬効や効果を謳うことは，商品の品質

について，一般消費者に対し，実際のものよりも著しく優良であると示しており，不

当に顧客を誘引し，一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあ

る。 

２．なお，以下に指摘する点からすれば，貴社は，「日本クロレラ療法研究会」の名称

を用いて貴社の商品の表示，勧誘として本件のチラシによる表示，勧誘を行っている

ものと解される。 

  ・「日本クロレラ療法研究会」の会長「二代目 中山流石」は貴社の取締役中山哲

明と同一人物であること 



 3 

  ・「日本クロレラ療法研究会」京都本部の所在地と貴社の本店所在地が同一場所で

あること 

  ・「日本クロレラ療法研究会」が使用している電話番号（０１２０－１３－９６０

３）の回線契約者が貴社となっていること 

  ・「日本クロレラ療法研究会」に対し資料請求すると，貴社からも「サン・クロレ

ラＡ」「サン・ウコギ」などの商品カタログが送付されること 

以上から，貴社が「日本クロレラ療法研究会」名で広告宣伝していることがわかる。

貴社が上記表示を行うのは，貴社が製造販売する商品の効能を示すために行われてい

ることは明らかであり，上記表示は，貴社の商品である，「サン・クロレラＡ」や「サ

ン・ウコギ」を含む商品についての表示であるというべきである。 

３．よって，以上のとおり，当法人は，貴社に対し，上記景品表示法違反の表示につき，

景品表示法１０条に基づき，その停止を請求する。 

第２ 消費者契約法１２条による差止請求 

１．「クロレラ（Ｃ．Ｇ．Ｆ．）」，「ウコギ（イソフラキシジン）」はいずれも医薬品では

なく食品であるにもかかわらず，上記のように薬効や効果を謳うことは消費者契約の

目的となる物品の効能について事実と異なることを告げ，これにより消費者が「クロ

レラ（Ｃ．Ｇ．Ｆ．）」「ウコギ（イソフラキシジン）」に薬効や効果があると誤認させ

るものであり，消費者契約法４条１項１号の不実告知に該当する。 

２．なお，第１．２で指摘したとおり，貴社は，「日本クロレラ療法研究会」の名称を

用いて本件の表示，勧誘を行っており，最終的に貴社は商品の購入を勧誘しているこ

とからすれば，上記表示，勧誘は，貴社の販売する商品である「サン・クロレラＡ」

や「サン・ウコギ」を含む商品の販売を勧誘するに際し事実と異なることを告げたこ

とに該当するというべきである。 

３．よって，以上のとおり，当法人は，貴社に対し，上記消費者契約法違反の行為につ

き，消費者契約法１２条に基づき，その停止を請求する。 

（訴えを提起する予定の裁判所）京都地方裁判所 








